
ステラートスポーツクラブ規約 

第1章 総 則 （名称及び所在地）  

第 1 条：本クラブは「ステラートスポーツクラブ」と称し、その本部は、明石市小久保 120 番 55Ａ‐103「クラブスタジオ」に所在します。  

（運営）第２条：本クラブの運営は合同会社ステラートが行います。  

（目的）第３条：本クラブは各種クラブ活動指導・幼児教室運営を行い、子どもの健全育成、心身の健康維持、増進と共に会員相互の親睦を図ることを目的とします。  

第２章 会 員  

（入会資格）第４条：本クラブに入会できる対象者は、本クラブの趣旨に賛同し、本規約を遵守できる健康及び運動が可能な方とします。  

第３章 諸手続  

（入会） 第５条：入会を希望の方は所定の入会申込書に必要事項を記入し、本クラブの承認を得るとともに、入会金及び年会費 月会費２ヶ月分を払い込んでいただきます。この手

続き が完了した時点で会員となります。  

（休会） 第６条：休会の際は休会届を休会する前月の 10 日までにお届けください。返金に関しては本クラブにて基本的に現金にて行います。また休会期間は２ヶ月未満とさせて

いただきます。 また休会費として月会費半額を申し受けます。  

（コース変更） 第７条：コースの変更は、変更する前月の 10 日までにお届けください。  

（退会） 第８条：退会の手続きは所定の退会届出用紙に必要事項を記入し、退会する前月の 10 日までに担当指導員にお届けください。退会届が提出されるまでは翌月の月会費は

徴収されます のでご注意ください。また、会費の未納がある場合は、これを完納するものといたします。また、一旦退会した場合、登録は抹消されます。再入会にあたっては、再

登録のための 手続き、入会金を支払わなければなりません。（但し退会後６ヶ月未満の場合は入会金不要です。）  

第４章 入会金及び会費  

（入会金） 第９条：入会金は御入会時お納めいただきます。以後会員の事務手数料等に当てさせていただきます。  

（月会費） 第１０条：月会費は、毎月 25 日に自動払込にてお支払いいただくこととなります。すでにお納めいただいた会費は特段の事由がない限り原則として返還いたしません。  

（年間諸経費） 第１１条：年間諸経費は、更新の際 4 月分月会費と共に自動払込にてお支払いただくこととなります。 

（入会金・会費等を変更） 第１２条：本クラブは入会金・月会費を変更する場合がございます。  

第５章 会員の権利及び義務  

（責任事項） 第１３条：会員あるいは会員以外の利用者が、本クラブの利用に際して生じた人的・物的事故及び金品の紛失があった場合を除き、本クラブは賠償の責任を負いませ

ん。また天災などの 不可抗力の事由により生じた事故については、本クラブは責任を負いません。会員が本クラブの施設の利用中、自己の責任に帰すべき理由により本クラブまた

は第三者に損害 を与えた場合はその賠償の責任を負っていただきます。  

（変更事項） 第１４条：入会申込書の記載事項に変更が生じた会員の方は、本クラブ所定の用紙に変更事項を記載のうえ、速やかに届け出ていただきます。  

（資格喪失） 第１５条：会員は次の場合にその資格を失うことになります。 （１）死亡 （２）除名 （３）本クラブからの解約 （４）運動可能な健康状態でなくなったとき  

（除名等） 第１６条：次の各事項のいずれかに該当する行為があった場合は、本クラブは該当する会員の会員資格を一時停止または除名することができます。 （１）本クラブの名

誉を傷つける行為、他の会員に著しく迷惑となる行為があったとき。 （２）本クラブの規約およびその他の規約に違反したとき。 （３）会費、その他の支払いを２ヶ月以上滞納し、

本クラブより催促を受けても、なお所定の期日までに支払いのないとき。 （４）その他、処分を適当とする行為があり、本クラブがそれを決議したとき。  

（クラブからの解約） 第１７条：本クラブは会員として不適格と判断した場合いつでも会員との間の入会契約を解約することができます。また、本クラブ指導員とお客様との個人

的な指導契約や売買契約などの 直接取引及び当契約に重大な違反があった場合の解約につき、別途違約金を申し受けます。  

第６章 その他  

（施設の利用制限） 第１８条 会員は各コースに定められた曜日、時間に限り指導を受け、また施設を利用することができます。  

（施設の休業・閉鎖） 第１９条：本クラブは次の理由により施設の場所の変更、休業をすることがあります。 （１）天災、事変その他の止むを得ない事情により開場が不可能なと

き （２）施設の補修または改装するとき （３）社会情勢、経済状況に重大な異変があるとき （４）施設所有者との施設利用契約が終了したときは、利用施設の変更をすることに

なります。  

（コースの新設・廃止等） 第２０条： 本クラブは、利用状況等により１ヶ月前の予告をもってコースの新設、曜日及び時間帯変更または廃止をすることがあります。  

（利用規定） 第２１条：本規定に定めのない事項及び業務遂行上必要な事項は、利用規定などによる他、必要に応じ本クラブが定めるものとします。  

（諸規則の遵守） 第２２条：会員は本規約及び本クラブが別に定める諸規則を遵守しなければなりません。  

（改正） 第２３条：本規約の改正、変更は、本クラブが定めるところによるものとし、本クラブに関するその他の諸規定についても同様とし、それらの効力はすべての会員に及ぶものとし

ます。  

（発効） 第２４条：本規約は 2021 年 10 月 1 日より発効します 


